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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　投影レンズ（２２）と、該投影レンズ（２２）のビーム経路に配置され、該ビーム経路
（４８）の断面にわたって分散されて該ビーム経路（４８）内で個々に調節可能な光学効
果を備えた複数のゾーン（１４６、２４６、３４６）を有する少なくとも１つの光学マニ
ピュレータ（１３６、２３６、３３６）とを含むマイクロリソグラフィ投影露光装置（１
０）を制御する方法であって、
　前記投影露光装置（１０）の像視野内の波面誤差を決定する段階と、
　前記決定波面誤差に基づく移動発生最適化アルゴリズムを用いて前記光学マニピュレー
タ（１３６、２３６、３３６）の各ゾーン（１４６、２４６、３４６）に対する移動を備
えた該波面誤差を補正するのに適する移動ベクトルを発生させる段階と、
　前記光学マニピュレータの少なくとも１つのゾーンに対する前記移動に関する制約パラ
メータを確立する段階と、
　前記確立制約パラメータを考慮した実現可能性に関して前記発生された移動ベクトルの
前記移動を検査し、該実現可能性に制約が存在する場合に、
　前記制約パラメータと前記発生された移動ベクトルとに基づいて、前記光学マニピュレ
ータの複数の前記ゾーンに対する補正値を備えた補正値ベクトルを取得する段階、
　前記発生された移動ベクトルの前記移動を前記補正値ベクトルの対応する前記補正値に
基づいて補正することによって補正移動ベクトルを確立する段階、及び
　前記波面誤差を補償するための前記補正移動ベクトルを用いて前記光学マニピュレータ
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の全てのゾーン（１４６、２４６、３４６）の前記光学効果を調節する段階、
　を実施する段階と、
　を含むことを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記制約パラメータは、前記光学マニピュレータ（１３６、２３６、３３６）の少なく
とも１つのゾーン（１４６、２４６、３４６）に対する最大許容移動を指定することを特
徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　移動範囲に関するターゲット仕様を遵守することに関して前記光学マニピュレータ（１
３６、２３６、３３６）の前記ゾーン（１４６、２４６、３４６）のアクチュエータ特性
を検査する段階と、該ターゲット仕様から外れるアクチュエータ特性を有する不良ゾーン
（３４６ｃ）に対する最大許容移動に前記制約パラメータを固定する段階とを更に含むこ
とを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記光学マニピュレータ（１３６）は、変形可能ミラー（１３６ａ、１３６ｂ、１３６
ｃ）を含み、前記ゾーンは、該ミラーの反射コーティングのそれぞれ変形可能な領域であ
り、該変形可能ミラーの各ゾーンに関する前記光学効果は、前記補正された移動ベクトル
の前記移動に即した変形によって調節されることを特徴とする請求項１から請求項３のい
ずれか１項に記載の方法。
【請求項５】
　前記光学マニピュレータ（２３６）は、照射デバイス（２３８）と、前記投影レンズ（
２２）のビーム経路（４８）に配置された光学要素（２８）とを含み、該光学要素（２８
）上の前記ゾーン（２４６）は、前記波面誤差を補償するための前記光学効果が該ゾーン
の加熱に起因して得られるように、前記投影露光装置（１０）の露光波長から外れる波長
の放射線を用いて各場合に別々に該照射デバイスによって照射されることを特徴とする請
求項１から請求項４のいずれか１項に記載の方法。
【請求項６】
　前記ゾーン（１４６、２４６、３４６）のそれぞれの前記光学効果は、それぞれの制御
信号を用いて調節可能であり、
　更に、２つのゾーンの前記制御信号の不正な同期に関して検査する段階があり、前記制
約パラメータは、不正な同期が存在する場合に影響を受ける該２つのゾーンに対して均一
な移動を指定する、
　ことを特徴とする請求項１から請求項５のいずれか１項に記載の方法。
【請求項７】
　前記光学マニピュレータは、前記ゾーン（１４６）の前記光学効果が、圧電層（１８０
）に接触する制御電極（１９２）を用いて個々に調節可能であり、かつ２つのゾーンの前
記制御信号の前記不正な同期が、２つの隣接制御電極の短絡によって行われる変形可能ミ
ラー（１３６ｃ）として構成されることを特徴とする請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記光学マニピュレータ（３３６）は、前記ゾーン（３４６）の前記光学効果を調節す
るための前記制御信号が該ゾーンの個々の電気加熱によって発生される電流作動式熱マニ
ピュレータとして構成され、
　更に、２つのゾーンの前記制御信号の不正な同期に関して検査する前記段階は、２つの
隣接ゾーン（３４６ａ、３４６ｂ）の前記加熱において両方のゾーン（３４６ａ、３４６
ｂ）を同じ程度まで加熱させる電気短絡に関して検査する段階を含み、前記制約パラメー
タは、短絡が存在する場合に該２つの隣接ゾーン（３４６ａ、３４６ｂ）に対する均一な
移動を指定する、
　ことを特徴とする請求項６に記載の方法。
【請求項９】
　前記補正値ベクトルを取得する前記段階は、メモリ（６８）に前記投影露光装置（１０
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）に対して与えられた複数の補正値ベクトルから補正値ベクトルを選択する段階を含むこ
とを特徴とする請求項１から請求項８のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１０】
　前記補正値ベクトルを取得する前記段階は、前記制約パラメータに基づいてベース移動
を備えたベース補正ベクトルを確立する段階と、前記発生された移動ベクトルと該確立さ
れたベース補正ベクトルとに基づいてスケーリング係数を確立する段階と、該確立された
スケーリング係数を用いて該ベース補正ベクトルをスケーリングすることにより該補正値
ベクトルを計算する段階とを含むことを特徴とする請求項１から請求項８のいずれか１項
に記載の方法。
【請求項１１】
　前記ベース補正ベクトルを確立する前記段階は、メモリ（６８）に前記投影露光装置（
１０）に対して与えられた複数のベース補正ベクトルからベース補正ベクトルを選択する
段階を含むことを特徴とする請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　ターゲット仕様から外れる移動範囲を有する前記光学マニピュレータ（３３６）の不良
ゾーン（３４６ｃ）が存在する場合に前記ベース補正ベクトルを確立する前記段階は、
　前記ターゲット仕様と実際の移動範囲とに基づいて前記不良ゾーン（３４６ｃ）に対す
る最大補正移動を決定する段階と、
　前記マニピュレータの全ての他のゾーン（３４６）に対する最大移動範囲を決定する段
階と、
　前記不良ゾーン（３４６ｃ）の前記最大補正移動、全ての他のゾーン（３４６）の前記
最大移動範囲、及び最小又は予め決められた収差を前記ベース補正ベクトルの前記ベース
移動を決定するための制約として有する最適化問題を解く段階と、
　を含む、
　ことを特徴とする請求項１０又は請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　不良ゾーンの存在を確立するために前記光学マニピュレータ（３３６）の前記ゾーン（
３４６）のアクチュエータ特性を検査する段階と、不良ゾーン（３４６ｃ）が存在する場
合にベース補正ベクトルを計算する前記段階とは、該光学マニピュレータの生産中に行わ
れ、該光学マニピュレータは、該計算されたベース補正ベクトルと共に前記投影露光装置
（１０）に与えられることを特徴とする請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　ターゲット仕様から外れる移動範囲を有する前記光学マニピュレータ（１３６、２３６
、３３６）の不良ゾーン（３４６ｃ）が存在する場合に前記スケーリング係数を確立する
前記段階は、前記発生された移動による該移動範囲の超過値と、該不良ゾーンに対して確
立された前記ベース補正ベクトルの公称設計とに基づいていることを特徴とする請求項１
２又は請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　前記ゾーン（１４６、２４６、３４６）のそれぞれの前記光学効果は、それぞれの制御
信号を用いて調節可能であり、
　更に、前記ベース補正ベクトルを確立する前記段階は、その前記制御信号が同期される
前記マニピュレータ（３３６）の２つのゾーン（３４６ａ、３４６ｂ）に対するベース補
正ベクトルを同期制御信号を有する該２つのゾーン（３４６ａ、３４６ｂ）に対して異な
る移動の間の予め決められた差、該光学マニピュレータの全ての他のゾーン（３４６）に
対する最大移動範囲、及び最小収差を該ベース補正ベクトルの前記ベース移動を決定する
ための制約として有する最適化問題を解くことによって計算する段階を含む、
　ことを特徴とする請求項１０から請求項１３のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１６】
　前記光学マニピュレータは、前記ゾーンの前記光学効果が圧電層（１８０）に接触する
制御電極（１９２）を用いて個々に調節可能である変形可能ミラー（１３６ｃ）として、
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又は該ゾーン（３４６）の該光学効果が電気加熱によって個々に調節可能である電流作動
式熱マニピュレータ（３３６）として構成され、前記ベース補正ベクトルを計算する前記
段階は、該光学マニピュレータ（１３６ｃ、３３６）の２つの隣接する電気短絡ゾーンに
対して行われることを特徴とする請求項１５に記載の方法。
【請求項１７】
　前記スケーリング係数を確立する前記段階は、同期制御信号を有する前記２つのゾーン
（３４６ａ、３４６ｂ）に対する前記発生された移動の前記差と、同期制御信号を有する
該ゾーン（３４６ａ、３４６ｂ）に対して確立された前記ベース補正ベクトルの公称設計
とに基づいていることを特徴とする請求項１５又は請求項１６に記載の方法。
【請求項１８】
　前記光学マニピュレータ（３３６）は、前記投影露光装置（１０）の前記露光放射線に
対して透過性を有する板（３３８）を含み、該板の前記光学効果は、温度依存性であり、
前記ゾーン（３４６）は、それぞれ、該板（３３８）の別々の電気加熱可能領域であり、
該透過性板（３３８）の各ゾーン（３４６）に対する該光学効果を調節する段階が、前記
補正された移動ベクトルの前記移動に即した加熱によって行われることを特徴とする請求
項１から請求項１７のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１９】
　前記光学マニピュレータ（３３６）は、前記投影露光装置（１０）の前記露光放射線に
対して透過性を有する第２の板（３４０）を含み、該第２の板の前記光学効果は、温度依
存性であり、該マニピュレータ（３３６）の更に別のゾーン（３４６）が、それぞれ、該
第２の板（３４０）の別々の電気加熱可能領域であり、両方の板（３３８、３４０）の各
ゾーン（３４６）に対する該光学効果を調節する段階が、前記補正された移動ベクトルの
前記移動に即した加熱によって行われることを特徴とする請求項１８に記載の方法。
【請求項２０】
　投影レンズの物体平面（２４）から投影レンズの像平面（２６）にマスク（１２）を結
像するための投影レンズ（２２）と、
　前記投影レンズ（２２）のビーム経路にあり、該ビーム経路（４８）の断面にわたって
分散されて該ビーム経路（４８）内で個々に調節可能な光学効果を備えた複数のゾーン（
１４６、２４６、３４６）を有する少なくとも１つの光学マニピュレータ（１３６、２３
６、３３６）と、
　前記投影露光装置（１０）の像視野内の波面誤差を決定するための決定モジュール（５
４）と、
　前記決定波面誤差に基づく移動発生最適化アルゴリズムを用いて前記光学マニピュレー
タ（１３６、２３６、３３６）の各ゾーン（１４６、２４６、３４６）に対する移動を備
えた該波面誤差を補正するのに適する移動ベクトルを発生させるための移動発生器（５６
）と、
　前記光学マニピュレータ（１３６、２３６、３３６）の少なくとも１つのゾーン（１４
６、２４６、３４６）に対する前記移動に関して制約パラメータを確立し、かつ該確立制
約パラメータを考慮した実現可能性に関して前記発生された移動ベクトルの前記移動を検
査するための試験デバイス（６２、６４）と、
　少なくとも１つの移動の前記実現可能性における制限の場合に前記発生された移動ベク
トルを補正するためのものであり、前記制約パラメータと該発生された移動ベクトルとに
基づいて前記光学マニピュレータの複数の前記ゾーン（１４６、２４６、３４６）に対す
る補正値を有する補正値ベクトルを取得し、かつ該補正値ベクトルの対応する該補正値に
基づいて該発生された移動ベクトルの該移動を補正することによって補正された移動ベク
トルを確立するように具現化された補正デバイス（６６）と、
　前記波面誤差を補償するための前記補正された移動ベクトルを用いて前記光学マニピュ
レータ（１３６、２３６、３３６）の全てのゾーン（１４６、２４６、３４６）を調節す
るための作動デバイス（５０）と、
　を含むことを特徴とするマイクロリソグラフィ投影露光装置。
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【請求項２１】
　前記補正デバイス（６６）は、前記制約パラメータに基づいてベース移動を有するベー
ス補正ベクトルを確立し、前記発生された移動ベクトルに基づいてスケーリング係数を確
立し、かつ該確立されたスケーリング係数を用いて該ベース補正ベクトルをスケーリング
することにより前記補正値ベクトルを計算するように具現化されることを特徴とする請求
項２０に記載の投影露光装置。
【請求項２２】
　請求項１から請求項１９のいずれか１項に記載の方法を実施するように具現化されるこ
とを特徴とする請求項２０又は請求項２１に記載の投影露光装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は、２０１５年１月２２日出願のドイツ特許出願第１０　２０１５　２０１　０
２０．１号に対する優先権を主張するものである。この特許出願の開示全体は、引用によ
って本出願に組み込まれている。
【０００２】
　本発明は、投影レンズと、ビーム経路の断面にわたって分散されてビーム経路内で個々
に調節可能な光学効果を有する複数のゾーンを有し、投影レンズのビーム経路に配置され
た少なくとも１つの光学マニピュレータとを含むマイクロリソグラフィ投影露光装置を制
御する方法に関する。
【０００３】
　本発明は、更に、投影レンズの物体平面から投影レンズの像平面にパターンを結像する
ための投影レンズと、ビーム経路の断面にわたって分散されてビーム経路内で個々に調節
可能な光学効果を有する複数のゾーンを有し、投影レンズのビーム経路にある少なくとも
１つの光学マニピュレータとを含むマイクロリソグラフィ投影露光装置に関する。
【背景技術】
【０００４】
　マイクロリソグラフィ投影露光装置は、特に集積回路又は他の微細構造化又はナノ構造
化構成要素を生成するときに使用され、マスク又はレチクルのパターンを基板の感光層上
に結像するように機能する。この目的に対して、従来の投影露光装置は、光源と、光源に
よって放出された電磁放射線を調製してそれをパターンの上に向ける照明系とを含む。照
明系によって照明されるパターンの一部分は、基板の感光層上に投影露光装置の投影レン
ズを用いて結像される。一般的に、半導体材料から製造されるいわゆるウェーハが基板と
して使用される。
【０００５】
　半導体構成要素の構造の益々進む小型化、及びより短い露光時間によるより高速な製造
工程への要求は、投影露光装置、特に投影レンズの結像特性に対する絶えず高まる要件を
もたらしている。パターンは、投影露光装置の全作動期間中に可能な限り小さい結像収差
しか伴わずに感光層上に結像しなければならない。
【０００６】
　製造及び組立て公差に起因する結像収差に加えて、作動中にしか発生しない結像収差も
公知である。一例として、経時効果、例えば、材料の収縮及び従って局所的に限定された
形状変化は、光学要素内で比較的長い時間にわたって特に高い光強度で露光される場所に
おいて発生する可能性がある。作動中の結像収差に対する更に別の原因は、投影レンズの
光学要素における露光に使用される電磁放射線の一部の回避不能な吸収にある。工程にお
いて吸収されるパワーは、光学要素の不均一な加熱をもたらし、その結果、屈折率変化、
膨張、及び機械的張力がもたらされる。「レンズ加熱」と呼ぶこの効果の結果として、投
影レンズ内を伝播する波面の収差がもたらされる。レンズ加熱は、使用電磁放射線の望ま
しいパワー増大及び進む小型化に起因して、半導体リソグラフィにおいて益々高まる問題
を代表するものである。
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【０００７】
　作動中に発生又は変化する結像収差の動的補正のオプションはこれまで以上に重要にな
ってきているので、最新の投影露光装置は、複数の光学マニピュレータを含む。これらの
光学マニピュレータでは、光学効果は、作動中に適切なアクチュエータを用いて特定の方
式で修正することができる。測定又は推定による波面誤差に基づいて、現時点で発生して
いる波面誤差を補償するのに少なくとも部分的に適する波面変形を作動中にマニピュレー
タによって誘起することができる。
【０００８】
　ビーム経路の断面にわたって分散されて個々に調節可能な光学効果を有する複数のゾー
ンを有する様々なマイクロリソグラフィ光学マニピュレータは公知である。一例として、
ＵＳ　２００８／０２０４６８２　Ａ１は、レンズ要素の形態にある光学要素上に赤外線
放射線を印加するマニピュレータを記載している。この工程では、レンズ要素は、２次元
で可変的に照射される。赤外線放射線の吸収の結果として、照射されるレンズ要素セクシ
ョンの対応する加熱がもたらされる。
【０００９】
　更に、マイクロリソグラフィ投影露光装置のためのマニピュレータとしての適応ミラー
は公知である。一例として、ＤＥ　１０２０１１０８１６０３　Ａ１は、圧電層と、その
上に配置された反射コーティングとを有するミラーを示している。圧電層にわたって分散
された複数の制御電極を用いて、印加電圧に基づいて反射コーティングの異なる局所変形
をもたらすことができる。このようにして構成されたミラーは、ＷＯ　２０１１／０７４
３１９にも記載されている。更に、例えば、ＪＰ　２０１３－１６１９９２　Ａ又はＪＰ
　２０１３－１０６０１４　Ａは、圧電アクチュエータ又は超音波モータの形態にあるア
クチュエータが、ミラーの後面に様々な点で接触する適応ミラーを開示している。従って
、ミラーは、個々に又は組合せで作動されるゾーンに分散されたものと考えることができ
る。
【００１０】
　更に、ＷＯ　２００８／０３４６３６Ａ２は、平行平面石英板を有する電流作動式熱マ
ニピュレータを記載している。この板は、導体トラックとオーミック構造とによって個々
に加熱することができる加熱ゾーンの２次元マトリクスを含む。導入電力を調節すること
により、各ゾーンに対して個々の温度及び従って特定の屈折率を設定することができる。
【００１１】
　投影露光装置の作動中に発生又は変化する波面誤差を補償するために、上述のマニピュ
レータの各ゾーンは、可能な限り理想的な全体補正が得られるように適切な移動命令によ
って作動させなければならない。この場合に、移動を決定するときに、投影露光装置の他
のマニピュレータの調節オプションを考慮しなければならない。更に、いくつかの境界条
件を遵守しなければならない。一例として、１つのゾーンに対する移動は、隣接ゾーンに
影響を及ぼすか又はこれらの隣接ゾーンの移動を制限する可能性がある。更に、熱マニピ
ュレータの場合に、隣接構造の劣化を回避するために、全てのゾーンにわたる熱的中立性
を維持しなければならない。従って、測定波面誤差を補償するための移動を決定すること
は、一般的に、もはや投影露光装置の作動中に実時間では解くことができない非常に複雑
な最適化問題をもたらす。
【００１２】
　従って、従来法では、全てのゾーンの移動、並びに投影露光装置内に設けられた他のマ
ニピュレータの移動は、特定の波面誤差、例えば、特定のゼルニケ係数に対して予め計算
され、投影露光装置の制御ユニットに対するメモリ内に移動ベクトルとして与えられる。
その後に、制御ユニットは、作動中に格納された移動ベクトルを用いて、測定又は推定に
よる波面誤差に関する波面誤差を補償するのに適する全てのゾーンに対する移動を有する
移動ベクトルを発生させる。
【００１３】
　この手順の欠点は、事前に計算されて供給される移動ベクトルが、特定のターゲット仕
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様範囲の移動特性を有するマニピュレータを仮定することである。１又は２以上のゾーン
内でターゲット仕様から外れる移動特性が欠陥の結果として生じる場合に、移動ベクトル
を発生させるときにこの移動特性を考慮することができない。従って、波面誤差は、もは
や理想的な方式では補正されない。外れる移動特性を考慮する全てが与えられた移動ベク
トルの新しい計算は過度に時間を消費するので、欠陥構成要素は、最終的には交換しなけ
ればならない。
【００１４】
　そのような欠陥の例は、熱マニピュレータの２つの隣接ゾーンの間の電気短絡であり、
その結果、両方のゾーンが常に同じ電力で作動される。更に、１又は２以上のゾーンの移
動特性が製造後にターゲット仕様から既に過度に外れている光学要素、例えば、変形可能
ミラー又は加熱可能板は、マニピュレータに使用することができない。
【００１５】
　上述の欠陥の更に別の例は、マニピュレータの補正機能が局所的に壊れるという結果を
有する赤外線光を光学要素上に印加するマニピュレータのチャネルの故障である。更に、
適応ミラー上に圧力又は張力を作用する機械構成要素が、故障によって影響を受ける可能
性がある。同様に、例えば、圧電層を有する適応ミラーの接触は、個々の作動可能ゾーン
を以後作動させることができないような損壊を被る可能性がある。
【００１６】
　移動命令を生成するときに１又は２以上の移動の予め決められた移動範囲を超過するこ
とが可能であることによって更に別の問題が出現する。これらの移動は、引き続いてもは
や完全には実施することができないと考えられる。過度駆動に起因するそのようなクリッ
ピングは、存在する波面誤差の不正な補償又は更に別の波面誤差の生成をもたらすであろ
う。更に、制御命令の生成全体が不安定になる可能性があると考えられる。与えられた移
動ベクトルを使用する公知の制御方法は、兆候が見られるか又は発生しているクリッピン
グに対して不十分な反応しか可能にしないので、マニピュレータは、始まりから範囲境界
まで駆動されないことになる。その結果、不利なことに、これらのマニピュレータの完全
な機能は使用されない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１７】
【特許文献１】ＵＳ　２００８／０２０４６８２　Ａ１
【特許文献２】ＤＥ　１０　２０１１　０８１　６０３　Ａ１
【特許文献３】ＷＯ　２０１１／０７４３１９
【特許文献４】ＪＰ　２０１３－１６１９９２　Ａ
【特許文献５】ＪＰ　２０１３－１０６０１４　Ａ
【特許文献６】ＷＯ　２００８／０３４６３６Ａ２
【特許文献７】ＵＳ　２０１１／０２１６３０３　Ａ１
【特許文献８】ＵＳ　２００２／０００１０８８　Ａ１
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１８】
　本発明の目的は、上述の問題を解決するのに使用されるものであり、かつ特に光学マニ
ピュレータの１又は２以上のゾーンの移動の実現可能性に制限がある場合でさえも作動中
に波面誤差の十分な補償を可能にする投影露光装置を制御する方法及び投影露光装置を提
供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１９】
　本発明により、上述の問題は、例えば、投影レンズと、ビーム経路の断面にわたって分
散されてビーム経路内で個々に調節可能な光学効果を有する複数のゾーンを有し、投影レ
ンズのビーム経路に配置された少なくとも１つの光学マニピュレータとを含むマイクロリ
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ソグラフィ投影露光装置を制御する方法によって達成される。本方法は、投影露光装置の
像視野内の波面誤差を決定する段階と、光学マニピュレータの各ゾーンに対する移動を有
して波面誤差を補正するのに適する移動ベクトルを移動発生最適化アルゴリズムを用いて
決定波面誤差に基づいて発生させる段階と、光学マニピュレータの少なくとも１つのゾー
ンに対する移動に関する制約パラメータを確立する段階と、確立制約パラメータを考慮し
た実現可能性に関して発生された移動ベクトルの移動を検査する段階とを含む。更に、実
現可能性において制約が存在する場合に、制約パラメータと発生された移動ベクトルとに
基づいて光学マニピュレータの複数のゾーンに対する補正値を有する補正値ベクトルを取
得する段階と、発生された移動ベクトルの移動を補正値ベクトルの対応する補正値に基づ
いて補正することにより、例えば、発生された移動ベクトルの対応する移動への補正値ベ
クトルの補正値のスケーリングされた加算により、補正された移動ベクトルを確立する段
階と、波面誤差を補償するために、補正された移動ベクトルを用いて光学マニピュレータ
の全てのゾーンの光学効果を調節する段階とが実施される。
【００２０】
　更に、本発明により、上述の目的は、以下に説明するマイクロリソグラフィ投影露光装
置によって達成することができる。投影露光装置は、投影レンズの物体平面から投影レン
ズの像平面にパターンを結像するための投影レンズと、ビーム経路の断面にわたって分散
されてビーム経路内で個々に調節可能な光学効果を有する複数のゾーンを有し、投影レン
ズのビーム経路にある少なくとも１つの光学マニピュレータとを含む。更に、投影露光装
置は、投影露光装置の像視野内の波面誤差を決定するための決定モジュールと、光学マニ
ピュレータの各ゾーンに対する移動を有して波面誤差を補正するのに適する移動ベクトル
を決定波面誤差に基づく移動発生最適化アルゴリズムを用いて発生させるための移動発生
器と、光学マニピュレータの少なくとも１つのゾーンに対する移動に関して制約パラメー
タを確立し、確立制約パラメータを考慮した実現可能性に関して発生された移動ベクトル
の移動を検査するための試験デバイスと、少なくとも１つの移動の実現可能性における制
限の場合に発生された移動ベクトルを補正するための補正デバイスとを含む。補正デバイ
スは、制約パラメータと発生された移動ベクトルとに基づいて光学マニピュレータの複数
のゾーンに対する補正値を有する補正値ベクトルを取得し、補正値ベクトルの対応する補
正値に基づいて発生された移動ベクトルの移動を補正することにより、例えば、発生され
た移動ベクトルの対応する移動への補正値ベクトルの補正値のスケーリングされた加算に
より、補正された移動ベクトルを確立するように具現化される。更に、投影露光装置は、
波面誤差を補償するために、補正された移動ベクトルを用いて光学マニピュレータの全て
のゾーンを調節するための作動デバイスを含む。特に、本発明による投影露光装置は、発
生された移動ベクトルを格納するためのメモリ、及び特に補正値ベクトルを格納するため
の更に別のメモリを含むことができる。
【００２１】
　本発明は、投影露光装置の作動中に最適化アルゴリズムを用いて発生され、かつ完全に
実施することができない光学マニピュレータの少なくとも１つのゾーンに対する移動を他
のゾーンに対する補正された移動によって補償するという原理に基づいている。実施不能
な移動によって引き起こされるマニピュレータの不良光学効果を補正された移動によって
発生される他のゾーンの光学効果によって補償することが意図される。この目的に対して
、発生された移動は、最初に確立制約パラメータに基づいて検査される。この目的に対し
て、制約パラメータは、少なくとも１つのゾーンに対する移動制限を指定する。１又は２
以上のゾーンに対して、発生された移動の実現可能性における制限、従って、完全に実施
することができない移動が決定された場合に、発生された移動ベクトルは、補正値ベクト
ルを用いて全てのゾーンに対する移動によって補正される。補正値ベクトルは、光学マニ
ピュレータの複数のゾーン、特に全てのゾーンに対する補正値を含み、制約パラメータに
よって指定される移動制限と、発生された移動ベクトル、特にその中に含まれる実施不能
移動とを用いて確立される。一例として、補正は、発生された移動ベクトルへの補正値ベ
クトルの成分毎の加算によって実施される。光学マニピュレータの全てのゾーンを調節す
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るのに、この補正によって確立された補正移動ベクトルが発生された移動ベクトルの代わ
りに使用され、発生された移動ベクトルによって発生させることが意図されていたマニピ
ュレータの光学効果を生成する。
【００２２】
　本明細書では、移動は、光学要素の空間的な変位又は回転だけではなく、特に、光学要
素に対する熱、非熱、力、モーメント、特定の波長を有する光、又は電流の局所印加又は
２次元印加も意味すると理解しなければならない。マニピュレータの作動によって実施さ
れる移動による光学要素又はマニピュレータの状態変数の変化は、この光学要素又はマニ
ピュレータの光学効果を特定の方式で変化させる。
【００２３】
　本明細書では、移動ベクトル又は補正値ベクトルは、各々光学マニピュレータの異なる
ゾーンに対する複数の移動又は補正値の集合を意味すると理解しなければならない。本明
細書では、移動ベクトル又は補正値ベクトルは、投影露光装置の他のマニピュレータに対
する移動又は補正値を更に含むことができる。
【００２４】
　本発明による方法及び本発明による投影露光装置を使用すると、１又は２以上の不良ゾ
ーンを有する光学マニピュレータと、波面誤差を補償するための発生された移動ベクトル
との両方を用い続けることができる。この場合に、移動ベクトルの実際の生成に対する最
適化アルゴリズムの適応が必要であり、これは、かなりの時間支出を意味するであろう。
更に、移動範囲を外れた移動による光学マニピュレータの１又は２以上のゾーンの過度駆
動及びそれからもたらされるクリッピングは、補償することができる。
【００２５】
　本発明による方法の一実施形態により、補正値ベクトルの取得段階は、投影露光装置に
対してメモリ内に与えられた複数の補正値ベクトルからの補正値ベクトルを選択する段階
を含む。言い換えれば、予め確立された補正値ベクトルが作動される。この補正値ベクト
ルは、投影露光装置の内部又は外部で計算されていたもの、すなわち、投影露光装置の露
光作動の前に計算されたものとすることができる。補正値ベクトルを非常に迅速に取得す
ることができる結果として、作動中に実時間で発生された移動ベクトルを補正する段階が
簡素化される。
【００２６】
　本発明による方法の更に別の実施形態により、補正値ベクトルの取得段階は、制約パラ
メータに基づくベース移動を有するベース補正ベクトルを確立する段階と、発生された移
動ベクトルと確立されたベース補正ベクトルとに基づくスケーリング係数を確立する段階
と、確立されたスケーリング係数を用いてベース補正ベクトルをスケーリングすることに
よる補正値ベクトルを計算する段階とを含む。制約パラメータに基づいてベース移動を有
するベース補正ベクトルを確立する上述の段階も、予め、すなわち、投影露光装置の露光
作動の前に投影露光装置の内部又は外部に実施することができる。
【００２７】
　一例として、ベース補正ベクトルは、完全実施することができないゾーンの移動に対し
て確立することができ、スケーリング係数を用いたスケーリングによって、発生された移
動ベクトルを補正するために、完全実施することができないゾーンの多くの他の移動に対
して使用することもできる。対応する陳述は、複数のゾーンの場合に制約パラメータによ
って予め決定される移動制限に適用される。従って、ベース補正ベクトルの使用は、複数
の異なる発生された移動ベクトルに対する補正値ベクトルの確立を有意に簡素化する。
【００２８】
　特に、この場合に、ベース補正ベクトルを確立する段階は、投影露光装置に対してメモ
リ内に与えられた複数のベース補正ベクトルからのベース補正ベクトルを選択する段階を
含む。一例として、ベース補正ベクトルは、様々なゾーン及び異なる移動制限欠陥に対し
てコンピュータを用いて予め決定され、その後にメモリに格納することができる。それに
よって新たに発生する光学マニピュレータの１又は２以上のゾーンの移動制限欠陥の場合
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に、ベース補正ベクトルを確立する段階及び従って同じく発生された移動ベクトルを補正
する段階を容易に実施することができる。
【００２９】
　本発明の更に別の実施形態により、制約パラメータは、光学マニピュレータの少なくと
も１つのゾーンに対する最大許容移動を指定する。一例として、ターゲット仕様に対応す
るゾーンに対する移動範囲の限界値を最大移動として使用することができる。このように
して、作動中に発生される不良移動及びそれからもたらされるクリッピングの結果として
生じるゾーンの過度駆動を補正することができる。
【００３０】
　本発明による方法の実施形態は、移動範囲に関するターゲット仕様を遵守することに関
する光学マニピュレータのゾーンのアクチュエータ特性を検査する段階と、ターゲット仕
様から外れるアクチュエータ特性を有する不良ゾーンに対する最大許容移動への制約パラ
メータを固定する段階とを含む。マニピュレータに基づいて、例えば、熱マニピュレータ
のための板又は異なる光学要素の電気加熱可能ゾーンの抵抗特性、ＩＲ放射線を用いて作
動するマニピュレータの利用可能であるか又は現時点に使用されている放射線パワー、又
は適応ミラーのゾーンの変形特性が検査される。１又は２以上のゾーン内でターゲット仕
様から外れるアクチュエータ特性を有するマニピュレータは、波面誤差を補償するために
依然として使用することもできる。
【００３１】
　本発明による方法の更に別の実施形態において、ベース補正ベクトルの確立は、ターゲ
ット仕様から外れる移動範囲を有する光学マニピュレータの不良ゾーンが存在するときに
、ターゲット仕様と実際の移動範囲とに基づいて不良ゾーンに対する最大補正移動を決定
する段階と、マニピュレータの全ての他のゾーンに対する最大移動範囲を決定する段階と
、不良ゾーンの最大補正移動、全ての他のゾーンの最大移動範囲、及び最小収差又は予め
決められた収差をベース補正ベクトルのベース移動を決定するための制約として有する最
適化問題を解く段階とを含む。
【００３２】
　一例として、意図する移動範囲の限界値と実際の移動範囲の限界値との差を最大補正移
動として使用することができる。言い換えれば、ベース補正ベクトルは、最適化問題の解
として、不良ゾーンを除く全てのゾーンに対するベース移動であって、その組合せ光学効
果が、現実には実施することができない最大補正移動の光学効果に対応するベース移動を
含む。ベース補正ベクトルは、完全実施することができない不良ゾーンの更に別の移動に
対してスケーリングすることによって迅速に適応させることができる。このようにして、
不良ゾーンに起因して完全実施することができない移動を有する複数の異なる移動ベクト
ルに対して、作動中に実時間に実施することができる補正値ベクトル確立段階が可能にな
る。
【００３３】
　本発明による方法の更に別の実施形態により、光学マニピュレータの製造中に不良ゾー
ンの存在を確立するための光学マニピュレータのゾーンのアクチュエータ特性を検査する
段階と、不良ゾーンが存在する場合のベース補正ベクトルを計算する段階とがあり、光学
マニピュレータは、投影露光装置に対して計算されたベース補正ベクトルと共に与えられ
る。この対策の結果として、欠陥ゾーンが存在する場合であっても、これらのゾーンを有
するマニピュレータ又はマニピュレータの光学要素を投影露光装置に対して与えて使用す
ることができ、不適格として除外する必要はない。
【００３４】
　更に別の実施形態により、ターゲット仕様から外れる移動範囲を有する光学マニピュレ
ータの不良ゾーンが存在する場合のスケーリング係数を確立する段階は、発生された移動
による移動範囲の超過値と、不良ゾーンに対して確立されるベース補正ベクトルの公称設
計とに基づいている。一例として、その補正に向けてベース補正ベクトルが設計されるベ
ース超過値をスケーリング係数として使用することにより、ベース超過値に対する超過値
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の比を確立することができる。こうして確立されたスケーリング係数は、不良ゾーンに対
するベース補正ベクトルと共に、不良ゾーンの場合に移動範囲よりも大きいことに対する
複数の異なる補正値ベクトルの迅速な確立を可能にする。
【００３５】
　本発明の更に別の実施形態により、光学マニピュレータは、照射デバイスと、投影レン
ズのビーム経路に配置された光学要素とを含む。光学要素上のゾーンは、波面誤差を補償
するための光学効果がこれらのゾーンの加熱に起因して得られるように、投影露光装置の
露光波長から外れる波長の放射線を用いて各々個別に照射デバイスによって照射される。
ゾーンを加熱するのに使用される放射線を加熱放射線と呼ぶ場合がある。先に上述のよう
に、加熱放射線は、投影露光装置の露光波長から外れる波長を有する。露光波長は、マス
ク構造を投影露光装置の像平面に結像するのに使用される露光放射線の波長である。
【００３６】
　加熱放射線の波長は、好ましくは、光学要素上に放射される加熱放射線の大部分、特に
少なくとも８０％又は９０％が光学要素によって吸収されるように露光波長から外れてい
る。従って、加熱放射線のうちの僅かな部分しか投影レンズのビーム経路内の光学要素に
よって転送されず、それによってビーム経路内で下流に配置された光学要素は、いかなる
実質的加熱も被ることはない。加熱放射線によって照射される光学要素は、例えば、レン
ズ要素、放射線透過性の板又はミラーとすることができる。特に、この光学要素は、投影
レンズの光学要素のうちで投影レンズのビーム経路を定めることができる。すなわち、こ
の場合に、光学マニピュレータが含む光学要素は、原理的にビーム経路内で露光放射線を
案内するように機能する。
【００３７】
　光学マニピュレータの光学要素がレンズ要素である場合に、加熱放射線を用いた照射に
よるレンズ要素材料の屈折率変化がある。レンズ要素材料のゾーン依存加熱は、レンズ要
素内に局所的に異なる屈折率変化をもたらし、その結果、波面操作を有する。放射線透過
性板の機能も同様である。マニピュレータの光学要素がミラーである場合に、加熱放射線
によるゾーン依存照射からもたらされる空間依存加熱に起因するミラー面の変形があり、
この変形も同じく波面操作をもたらす。
【００３８】
　一実施形態により、ゾーンのそれぞれの光学効果は、それぞれの制御信号を用いて調節
可能であり、更に２つのゾーンの制御信号の不正な同期に関して検査する段階がある。不
正な同期が存在する場合に、制約パラメータが、影響を受ける２つのゾーンに対して均一
な移動を指定する。
【００３９】
　一実施形態変形により、光学マニピュレータは、ゾーンの光学効果が、圧電層に接触す
る制御電極を用いて個々に調節可能であり、２つのゾーンの制御信号の不正な同期が２つ
の隣接制御電極の短絡によって引き起こされる変形可能ミラーとして構成される。
【００４０】
　更に別の実施形態変形により、光学マニピュレータは、ゾーンの光学効果を調節するた
めの制御信号が、ゾーンの個々の電気加熱によって発生され、更に、２つのゾーンの制御
信号の不正な同期に関して検査する段階が、２つの隣接ゾーンの加熱において両方のゾー
ンを同じ程度まで加熱する電気短絡に関して検査する段階を含み、短絡が存在する場合に
、制約パラメータが２つの隣接ゾーンに対する均一な移動を指定する電流作動式熱マニピ
ュレータとして構成される。異なる表現を使用すると、この実施形態変形による光学マニ
ピュレータは、ゾーンの光学効果が電気加熱によって個々に調節され、更に、２つの隣接
ゾーンの加熱において、両方のゾーンを同じ程度まで加熱する電気短絡に関して検査する
段階が実施され、短絡が存在する場合に、制約パラメータが２つの隣接ゾーンに対する均
一な移動を指定する電流作動式熱マニピュレータとして構成される。特に、電気短絡に関
して検査する段階は、マニピュレータが作動状態に入れられた後に行うことができる。そ
の結果、均一な移動によって誘起される欠陥の補正が可能である。２つの隣接ゾーンの間
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の短絡の場合であっても、補正された移動を用いてこのマニピュレータを用い続けること
ができる。
【００４１】
　本発明による方法の更に別の実施形態により、光学マニピュレータは、ゾーンの光学効
果が電気加熱によって個々に調節される電流作動式熱マニピュレータとして構成され、更
に、ベース補正ベクトルの確立は、２つの短絡ゾーンに対する異なる移動の間の予め決め
られた差と、熱マニピュレータの全ての他のゾーンに対する最大移動範囲と、最小収差と
をベース補正ベクトルのベース移動を決定するための制約として有する最適化問題を解く
ことによる電流作動式熱マニピュレータの２つの隣接短絡ゾーンに対するベース補正ベク
トルの計算を含む。一例として、ベース差を有する２つの移動は、異なる移動として使用
することができる。言い換えれば、ベース補正ベクトルは、最適化問題の解として、２つ
の短絡隣接ゾーンの除く全てのゾーンに対するベース移動であって、その組合せ光学効果
が、現実には実施することができない短絡ゾーンに対する２つの異なる移動の光学効果に
対応するベース移動を含む。スケーリングにより、ベース補正ベクトルは、短絡ゾーン内
には実施することができない他の移動差に迅速に適応させることができる。その結果、短
絡ゾーンに対して異なる移動を有する複数の異なる移動ベクトルに対して、作動中に実時
間に実施することができる補正値ベクトルの確立が実施可能になる。
【００４２】
　更に別の実施形態により、ゾーンのそれぞれの光学効果は、それぞれの制御信号を用い
て調節可能であり、ベース補正ベクトルの確立は、制御信号が同期するマニピュレータの
２つのゾーンに対するベース補正ベクトルの計算を更に含む。この計算は、同期制御信号
を有する２つのゾーンに対する異なる移動の間の予め決められた差と、光学マニピュレー
タの全ての他のゾーンに対する最大移動範囲と、最小収差とをベース補正ベクトルのベー
ス移動を決定するための制約として有する最適化問題を解くことによって実施される。
【００４３】
　一実施形態変形により、光学マニピュレータは、ゾーンの光学効果が圧電層に接触する
制御電極を用いて個々に調節可能である変形可能ミラーとして、又はゾーンの光学効果が
電気加熱によって個々に調節可能である電流作動式熱マニピュレータとして構成される。
ベース補正ベクトルを計算する段階は、光学マニピュレータの２つの隣接電気短絡ゾーン
に対して実施される。従って、第２の変形により、光学マニピュレータは、ゾーンの光学
効果が電気加熱によって個々に調節される電流作動式熱マニピュレータとして構成される
。この場合に、ベース補正ベクトルを確立する段階は、特に、影響を受けるゾーンに対す
る可能な最大の予め決められた移動と、熱マニピュレータの全ての他のゾーンに対する最
大移動範囲と、最小収差とをベース補正ベクトルのベース移動を決定するための制約とし
て有する最適化問題を解くことによる電流作動式熱マニピュレータの１又は２以上のゾー
ンの抵抗偏差に対するベース補正ベクトルの計算を更に含む。
【００４４】
　本発明による更に別の実施形態は、電流作動式熱マニピュレータの２つの隣接ゾーンの
間の複数の可能な短絡に対するベース補正ベクトルの計算及び具備を含む。特に、ベース
補正ベクトルは、マニピュレータの全ての隣接ゾーンの間の全ての可能な短絡に対して計
算され、投影露光装置に対して与えられる。この対策の結果として、短絡が発生した時に
、補正値ベクトルを確立するのに適切なベース補正ベクトルが容易に利用可能である。
【００４５】
　本発明の更に別の実施形態により、スケーリング係数を確立する段階は、同期制御信号
を有する２つのゾーン、特に２つの隣接短絡ゾーンに対する発生された移動の差と、同期
制御信号を有するゾーン、特に短絡ゾーンに対して確立されるベース補正ベクトルの公称
設計とに基づいている。一例として、その補正に向けてベース補正ベクトルが設計される
２つの異なる移動の間のベース差を用いて、ベース差に対する移動の差の比をスケーリン
グ係数として確立することができる。こうして決定されたスケーリング係数は、短絡ゾー
ンに対するベース補正ベクトルと共に、実施することができない短絡ゾーンに対して異な
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る移動を有する発生された移動ベクトルに対する複数の異なる補正値ベクトルの確立を簡
素化する。
【００４６】
　本発明による方法の更に別の実施形態により、光学マニピュレータは、投影露光装置の
露光放射線に対して透過性を有してその光学効果が温度に依存する板を含み、ゾーンは、
それぞれ、板の個別の電気加熱可能領域であり、透過性板の各ゾーンに対する光学効果を
調節する段階は、補正された移動ベクトルの移動に即した加熱によって行われる。ゾーン
の大きい個数の結果として、そのような板は、多くの異なる波面誤差を補償するのにマニ
ピュレータの非常に柔軟な調節を可能にする。この実施形態において、不良ゾーンを有し
ていてもこの板を波面誤差の補償に用い続けることができる。
【００４７】
　本発明による方法の更に別の実施形態により、光学マニピュレータは、投影露光装置の
露光放射線に対して透過性を有してその光学効果が温度に依存する第２の板を含み、マニ
ピュレータの更に別のゾーンが、それぞれ、第２の板の個別の電気加熱可能領域であり、
両方の板の各ゾーンに対する光学効果を調節する段階が、補正された移動ベクトルの移動
に即した加熱によって行われる。この実施形態を使用することにより、非常に多数のゾー
ンを有するそのようなマニピュレータを１又は２以上のゾーンの移動制限欠陥の場合であ
っても用い続けることができる。
【００４８】
　本発明による方法の更に別の実施形態により、光学マニピュレータは、変形可能ミラー
を含み、ゾーンは、ミラーの反射コーティングのそれぞれ変形可能な領域であり、変形可
能ミラーの各ゾーンに関する光学効果は、補正された移動ベクトルの移動に即した変形に
よって調節される。変形は、圧電層を用いて、ラムの形態にあるアクチュエータからの圧
力又は張力により、又は加熱光の印加によって達成することができる。そのような適応ミ
ラーを使用するマニピュレータは、特に、深紫外スペクトル範囲（ＤＵＶ及びＶＵＶ）及
び極紫外スペクトル範囲（ＥＵＶ）内の露光放射線を使用する投影露光装置に使用される
。これらのマニピュレータも、１又は２以上のゾーンにおける移動制限欠陥の場合に波面
誤差を補正するために用い続けることができる。
【００４９】
　本発明による方法の１つの更に別の実施形態により、発生された移動ベクトルは、これ
に加えて、投影露光装置の少なくとも１つの更に別の光学マニピュレータに対する移動を
含み、確立補正値ベクトルは、更に別のマニピュレータの移動に対する補正値を含み、更
に別のマニピュレータは、補正された移動ベクトルを用いて設定される。従って、完全実
施することができない光学マニピュレータのゾーンに対する移動を補正するときに、少な
くとも１つの更に別の光学マニピュレータの調節可能な光学効果が更に考慮される。
【００５０】
　本発明による投影露光装置の一実施形態により、補正デバイスのための複数の補正値ベ
クトルを格納するためのメモリが具備される。補正デバイスを用いて補正値ベクトルを取
得する段階は、記憶された補正値ベクトルへのアクセスによって迅速に実施することがで
き、それによって作動中の発生された移動ベクトルの補正が可能になる。
【００５１】
　本発明による投影露光装置の更に別の実施形態により、補正デバイスは、制約パラメー
タに基づいてベース移動を有するベース補正ベクトルを確立し、発生された移動ベクトル
に基づいてスケーリング係数を確立し、確立されたスケーリング係数を用いてベース補正
ベクトルをスケーリングすることによって補正値ベクトルを計算するように具現化される
。完全実施することができない移動に対して、制約パラメータによる指定を用いて確立さ
れたベース補正は、スケーリング係数を用いてスケーリングすることにより、完全実施す
ることができない多くの他の移動に対して発生された移動ベクトルを補正するために使用
することができる。対応する方法請求項により、複数の発生された移動ベクトルに対する
補正値ベクトルを取得する段階は、ベース補正ベクトルの使用によって有意に簡素化され
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る。
【００５２】
　更に、本発明による投影露光装置の一実施形態において、補正デバイスに対する複数の
ベース補正ベクトルを格納するためのメモリが具備される。様々なゾーン及び異なる移動
制限欠陥に対して確立されたベース補正ベクトルは、メモリに格納され、補正デバイスに
向けて与えることができる。その結果、補正ユニットによってベース補正ベクトルを確立
する段階が高速化及び簡素化される。
【００５３】
　上記に列挙した本発明による方法の実施形態、例示的実施形態、及び実施形態変形等に
関して指定した特徴は、本発明による投影露光装置に相応に転用することができる。それ
とは逆に、本発明による投影露光装置の実施形態、例示的実施形態、及び実施形態変形に
関して指定した特徴は、本発明による方法に相応に転用することができる。本発明による
実施形態のこれら及び他の特徴に対して、図の説明及び特許請求の範囲に説明する。個々
の特徴は、個別又は組合せのいずれかで本発明の実施形態として実施することができる。
更に、これらの特徴は、個々に保護可能な有利な実施形態を表すことができ、適切な場合
には本出願の係属中のみ又はその後のこれらの実施形態に対する保護を主張するものであ
る。
【００５４】
　本発明の上記及び更に別の有利な特徴を以下に続く本発明による例示的実施形態の詳細
説明において添付の模式図面を参照して例示する。
【図面の簡単な説明】
【００５５】
【図１】本発明によるマイクロリソグラフィ投影露光装置の例示的実施形態の模式図であ
る。
【図２】変形可能ミラーを含む図１に記載の投影露光装置の光学マニピュレータの第１の
例示的実施形態の模式断面図である。
【図３】図２に記載の変形可能ミラーを含む光学マニピュレータを示す図２の線Ａ－Ａに
沿った略断面図である。
【図４】変形可能ミラーを含む図１に記載の投影露光装置の光学マニピュレータの第２の
例示的実施形態の模式断面図である。
【図５】図４に記載の光学マニピュレータのアクチュエータの模式図である。
【図６】図４に記載の変形可能ミラーを含む光学マニピュレータを示す図４の線Ａ－Ａに
沿った模式断面図である。
【図７】変形可能ミラーを含む図１に記載の投影露光装置の光学マニピュレータの第３の
例示的実施形態の模式断面図である。
【図８】給電線を含む図７に記載の変形可能ミラーの基板の模式図である。
【図９】図１に記載の投影露光装置のＩＲ放射線によって加熱される熱マニピュレータの
照射デバイスの模式図である。
【図１０】レンズ要素の様々な局所領域内に異なる温度を有する温度プロファイルを生成
するための図９に記載の照射デバイスによるレンズ要素の照射の模式図である。
【図１１】図１に記載の投影露光装置の投影レンズに対する電流加熱式光学マニピュレー
タの光学板の模式図である。
【図１２】本発明による方法の第１の例示的実施形態を解説するための流れ図である。
【図１３】本発明による方法の第２の例示的実施形態を解説するための流れ図である。
【発明を実施するための形態】
【００５６】
　以下に説明する例示的実施形態又は実施形態又は実施形態変形では、互いに機能的又は
構造的に似通った要素に対して可能な限り同じか又は類似の参照符号を付与している。従
って、特定の例示的実施形態の個々の要素の特徴を理解するために、本発明の他の例示的
実施形態又は基本説明を参照されたい。説明を容易にするために、いくつかの図面では、
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図内に例示する構成要素のそれぞれの位置関係を明らかにする直交ｘｙｚ座標系を示して
いる。
【００５７】
　図１は、微細構造化構成要素、例えば、集積回路を製造するためのマイクロリソグラフ
ィ投影露光装置１０を模式図に例示している。投影露光装置１０を用いて、レチクルとも
呼ぶマスク１２の構造が基板１４の感光層に転写される。一般的に、シリコン又はそれと
は異なる半導体材料から製造されたいわゆるウェーハが基板として使用される。
【００５８】
　この目的のために、投影露光装置１０は、電磁放射線を生成するための放射線源１６を
含む。一例として、特に約３６５ｎｍ、２４８ｎｍ、又は１９３ｎｍの波長を有するＵＶ
範囲の電磁放射線を生成するレーザなどが放射線源１６として使用される。これに代えて
、放射線源１６は、より短い波長を有する放射線、例えば、１００ｎｍよりも短い波長、
特に約１３．５ｎｍ又は約６．８ｎｍの波長を有する極紫外波長領域（ＥＵＶ）内の放射
線を生成することができる。
【００５９】
　光源１６によって発生される露光放射線とも呼ぶ電磁放射線１６は、最初に投影露光装
置１０の照明系１８を通過する。照明系１８は、複数の光学要素２０、例えば、レンズ要
素又はミラーを含み、図１には、そのうちの１つだけを偏向ミラーに加えて象徴的に描示
している。照明系１８は、適切な照明ビームによってマスク１２を照明するように機能す
る。この目的に対して、照明系１８は、光学要素２０を用いてビーム断面の形状、波面の
形状、偏光などの観点から望ましい特性を有するような放射線を形成する。一例として、
照明系は、矩形断面を有する照明ビームによるマスク１２の連続走査に向けてスキャナス
リットを含み、マスク１９上の個々の点をそれぞれ異なる方向から照射する二重極照明、
四重極照明、又は多重極照明を可能にする。この例示的実施形態において、マスク１２は
透過マスクとして具現化される。これに代えて、マスクは、特にＥＵＶリソグラフィのた
めの反射マスクとして構成することができる。
【００６０】
　投影露光装置１０の投影レンズ２２は、その物体平面２４に配置されたマスク１２の構
造を基板１４の感光層が内部に配置された像平面２６に結像する。この目的に対して、投
影レンズ２２は、その設計と放射線波長とに依存する方式でレンズ要素、ミラーなどとし
て構成された投影レンズのビーム経路４８を定める複数の光学要素を含む。図１には、レ
ンズ要素２８の形態にある光学要素とミラー７０の形態にある光学要素とを例示的に描示
している。
【００６１】
　更に、投影露光装置１０は、マスクを保持して正確に位置決めするための位置決めシス
テム３０と、基板１４を固定し、移動し、正確に位置決めするための位置決めシステム３
２とを含む。マスク１２に対する位置決めシステム３０は、作動中であってもアクチュエ
ータを用いてマスク１２の空間変位、回転、又は傾斜を可能にする。位置決めシステム３
０は、投影レンズ２２の光軸３４と垂直にマスク１２を変位させるための走査作動に向け
て具現化することができる。
【００６２】
　従って、基板１４に対する位置決めシステム３２も、アクチュエータを用いた作動中の
基板１４の空間変位、回転、又は傾斜に向けて具現化される。更に、位置決めシステム３
２は、ステッパ作動又はスキャナ作動の目的で光軸３４に対して垂直な基板１４の変位を
可能にする。
【００６３】
　マスク１２の構造を基板１４上に結像するときには、投影レンズ２２の結像収差を可能
な限り小さく保たなければならない。製造及び組立て公差に起因する結像収差に加えて、
投影レンズ２２内では投影露光装置１０の作動中のみの結像収差が発生する可能性もある
。一例として、経時効果、例えば、材料の収縮又は膨張及び従って局所的に限定された形
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状変化が、レンズ要素２８内で比較的長い時間にわたって特に高い光強度で露光される場
所において発生する可能性がある。
【００６４】
　作動に起因する結像収差の更に別の原因は、通過する電磁放射線の一部分の回避不能な
吸収による例えばレンズ要素２８のような個々の光学要素の局所加熱にある。その結果、
面幾何学形状の局所変化が、膨張又は機械的張力の結果として発生する可能性がある。屈
折率のような材料特性の変化が存在する可能性もある。
【００６５】
　多くの場合に、レンズの結像収差は、理想的な光学波面からの計測光学波面の偏位とし
て記載される。この偏位を波面変形又は波面誤差とも呼び、級数展開によって個々の成分
に分解することができる。この場合に、分解の個々の項を例えば非点収差又はコマ収差の
ような特定の結像収差にそれぞれ割り当てることができるので、ゼルニケ多項式による分
解が特に適切であることが見出されている。ゼルニケ関数の定義は、例えば、ＵＳ　２０
１１／０２１６３０３　Ａ１に示されている。
【００６６】
　作動中に発生又は変化するそのような波面誤差を補償するために、投影レンズ２２は、
ビーム経路４８の断面にわたって分散され、個別に調節可能な光学効果を有する複数のゾ
ーンを有する少なくとも１つの光学マニピュレータ１３６、２３６、及び／又は３３６を
含む。例示目的で、投影レンズ２２内に、変形可能ミラー７０を使用する光学マニピュレ
ータ１３６と、赤外線光による照射を受けることによって加熱される熱マニピュレータ２
３６と、電流によって加熱される熱マニピュレータ３３６とを例示的に提供している。別
の実施形態において、異なる個数の光学マニピュレータと、光学効果に関して個々に調節
可能な複数のゾーンを有する異なる設計のマニピュレータとの両方を使用することができ
る。
【００６７】
　光学マニピュレータ１３６は、変形可能ミラー７０と操作デバイス１３８とを含む。光
学マニピュレータ１３６は、投影レンズ２２の視野平面又は瞳平面、又はこれらの間、す
なわち、視野平面と瞳平面の間に配置することができる。光学マニピュレータ１３６のミ
ラー７０は、複数の個別に変形可能な反射コーティング領域を光学効果に関して個々に調
節可能なゾーンとして有する調節可能ミラーとして具現化される。ゾーンは、操作デバイ
ス１３８によって変形される。そのようなミラーを使用する光学マニピュレータ１３６は
、特にＥＵＶスペクトル範囲の電磁露光放射線に適している。
【００６８】
　図２は、変形可能凹ミラー７０と、ミラー７０の後面１４２と垂直に（Ｙ方向に）作用
するアクチュエータ１４０とを含む光学マニピュレータ１３６の第１の例示的実施形態１
３６ａを描示している。一例として、そのような光学マニピュレータ１３６は、ＪＰ　２
０１３－１６１９９２　Ａに記載されている。ミラー７０は、その前面上に反射コーティ
ング１４４を有し、ミラーホルダ１４５によって固定される。マニピュレータ１３６は、
ハウジング１４８と、それに締結された複数のアクチュエータ１４０とを有する操作デバ
イス１３８を更に含む。各アクチュエータ１４０は、圧力センサ１５０と、駆動要素１５
２と、バネ１５４と、接触要素１５６とを含む。駆動要素１５２は、Ｙ方向に膨張可能及
び収縮可能な方式で具現化され、この目的で、例えば、圧電要素又は超音波モータを含む
ことができる。駆動要素１５２の広がりに基づいて、対応する力が、バネ１５４及び接触
要素１５６を通してミラー７０の後面１４２上の接触領域内で作用する。その結果、反射
コーティング１４４の局所変形がもたらされる。作用する力は、圧力センサ１５０によっ
て検出され、予め決められた変形を設定するためにコントローラ（この図には描示してい
ない）によって処理することができる。
【００６９】
　図３は、図２の線Ａ－Ａに沿った光学マニピュレータ１３６ａの断面を示している。ア
クチュエータ１４０は、ミラー７０の後面１４２にミラー７０の光軸１５８に関して対称
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に配置される。各アクチュエータ１４０は、個々に作動させることができ、ミラー７０の
圧力領域においてミラー７０の局所変形をもたらす。従って、これらの圧力領域は、光学
効果に関して個々に調節可能な光学マニピュレータ１３６ａのゾーン１４６を構成する。
【００７０】
　図４は、例えば、ＪＰ　２０１３－１０６０１４に開示されているような変形可能凹ミ
ラー７０を使用する光学マニピュレータ１３６の第２の例示的実施形態１３６ｂを描示し
ている。ミラー７０は、ミラーホルダ１４５によって固定され、前面上に反射コーティン
グ１４４を有する。更に、光学マニピュレータ１３６ｂは、複数のアクチュエータ１４０
を有する操作デバイス１３８を含む。アクチュエータ１４０は支持板１６０に締結され、
ミラー７０の後面１４２に締結されて支持板１６０内の凹部１６２を通ってＹ方向に延び
るミラーポスト１６４に対して作用する。図２に記載の例示的実施形態とは対照的に、ア
クチュエータ１４０は、Ｘ方向とＺ方向とに、すなわち、ミラー７０の後面１４２と平行
に、従って、ミラーポスト１６４に対して横方向から力を作用し、それによってミラー７
０の反射コーティング１４４の局所変形をもたらす。更に、光学マニピュレータ１３６ｂ
は、ミラーポスト１６４のＸ－Ｚ偏向を決定するための位置センサ１６６が配置されたハ
ウジング１４８を含む。
【００７１】
　図５は、図４に記載の光学マニピュレータ１３６のアクチュエータ１４０の詳細な模式
図を示している。アクチュエータ１４０は駆動要素１５２を含む。駆動要素１５２は支持
板１６０に締結され、Ｙ方向に延伸又は収縮することができる。工程において移動する駆
動要素１５２の端部は、支持板１６０に締結されたＬ字形レバー１６８のアームに対して
ピボット回転可能方式で作用する。その結果、このアクチュエータ１４０内のレバー１６
８の異なるアームがＸ方向に移動し、接続要素１７０を通してミラーポスト１６４に対し
て作用する。ミラーポスト１６４は、バネ１７２によって予備張力が与えられ、凹部を通
ってミラー７０の方向に延びている。ミラーポスト１６４は、締結要素１７４を通してミ
ラー７０の後面１４２から突出する部分１７６に締結される。ミラーポスト１６４をＺ方
向に偏向するために、アクチュエータ１４０は、更に別の駆動要素と、接続要素を有する
相応に配置されたレバーと、更に別のバネとを含む。
【００７２】
　図６は、図４の線Ａ－Ａに沿った図４に記載の光学マニピュレータ１３６ｂの断面図で
ある。明確に識別することができることは、各アクチュエータ１４０が、ミラーポスト１
６４をＸ方向とＺ方向とに偏向するためのバネ１７２と駆動要素１５２とをそれぞれ有す
ることである。アクチュエータは、ミラー７０の後面１４２においてミラー７０の光軸１
５８に関して部分的に対称に配置される。各アクチュエータ１４０は、個々に作動させる
ことができ、ミラー７０の反射コーティング１４４の局所変形をもたらす。アクチュエー
タ１４０内のこれらの局所領域は、光学効果に関して個別に調節可能にすることができる
光学マニピュレータ１３６ｂのゾーン１４６に対応する。
【００７３】
　図７は、変形可能凹ミラー７０を使用する光学マニピュレータ１３６の第３の例示的実
施形態１３６ｃの模式断面を示している。光学マニピュレータ１３６ｃは、反射コーティ
ング１４４の下に圧電層１８０を含み、それを用いて電圧の局所印加によって反射コーテ
ィング１４４の局所変形をもたらすことができる。一例として、そのような光学マニピュ
レータ１３６ｃは、ＤＥ　１０　２０１１　０８１　６０３　Ａ１に記載されている。
【００７４】
　光学マニピュレータ１３６ｃは、複数の電線１８４がその上に配置された凹面基板１８
２を含む。図８は、基板１８２上の電線１８４の例示的な配置を上面図に示している。各
電線１８４は、基板１８２の外周の直近に第１の接触区域１８５を含む。更に、各電線１
８４は、貫通孔の場合に電線１８４の上に設けられた絶縁層１９０に配置された第２の接
触区域１８６を含む。絶縁層１９０は、貫通孔１８８を通して対応する電線１８４にそれ
ぞれ電気接続した２次元実施形態を有する制御電極１９２の層を支持する。この場合に、
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対電極１９４を支持する圧電層１８０は、制御電極１９２の上に配置される。対電極１９
４は、圧電層１８０の全域にわたって延び、保護層１９６を支持する。最後に、反射コー
ティング１４４が保護層１９６上に配置される。第１の接触区域１８５と対電極１９４の
間に適切な電圧を印加することにより、関連付けられた制御電極１９２の領域内で圧電層
１８０の局所変形が得られる。従って、制御電極１９２の各々のものでの反射コーティン
グ１４４の局所領域は、光学効果に関して個々に調節可能な光学マニピュレータ１３６ｃ
のゾーン１４６に対応する。２つの隣接制御電極１９２の間の短絡の場合に、関連付けら
れたゾーン１４６の制御信号の不正な同期が存在する。この場合に、影響を受けるゾーン
１４６に対して均一な移動を設定することしかできない。
【００７５】
　図１に描示する赤外線光によるレンズ要素２８の局所領域の照射を使用する熱マニピュ
レータ２３６は、赤外線光源２４０によって供給される赤外線光を各々調節可能な強度を
用いてレンズ要素２８の特定の領域又はゾーン上にそれぞれ放射する複数の照射ユニット
２３８を含む。熱マニピュレータ２３６は、投影レンズ２２の視野平面又は瞳平面、又は
これらの間、すなわち、視野平面と瞳平面の間に配置することができる。赤外線光をレン
ズ要素２８の特定の領域又はゾーン上に放射する熱マニピュレータ２３６は、深紫外スペ
クトル範囲（ＤＵＶ）又はＶＵＶスペクトル範囲の電磁露光放射線に特に適している。
【００７６】
　図９は、例えば、ＵＳ　２００８／０２０４６８２　Ａ１に開示されているそのような
熱マニピュレータ２３６の実施形態を模式的に描示している。赤外線光源２４０は、赤外
線放射線２４４を加熱放射線として生成する。ＩＲ放射線２４４は、光電センサ２４５の
方向に伝播する。このビーム経路には複数のピボット回転可能偏向ミラー２４８が連続し
て配置される。ピボット回転可能偏向ミラー２４８のそれぞれは、第１の回転位置におい
てＩＲ放射線２４４のビーム経路の外側に置かれ、このＩＲ放射線を光電センサ２４５の
方向に通過させる。第２の回転位置では、各偏向ミラー２４８が、ＩＲ放射線２４４をそ
れぞれの光導波路２５０内に結合されるように偏向する。ＩＲ放射線２４４は、光導波路
２５０を通して照射ユニット２３８に案内される。各照射ユニット２３８に対して偏向ミ
ラー２４８と光導波路２５０とが設けられる。
【００７７】
　照射ユニット２３８内では、ＩＲ放射線２４４は、光導波路２５０から射出した後に最
初に第１のコンデンサーレンズ要素２５２を通過し、次いで、ビームスプリッタ２５４を
通過する。ビームスプリッタ２５４は、ＩＲ放射線２４４の僅かな部分を光電センサ２５
６上に偏向する。ＩＲ放射線２４４の大部分は、第２のコンデンサーレンズ要素２５８を
通って照射ユニット２３８から射出し、レンズ要素２８の特定の領域を照射する。この目
的に対して、全ての照射ユニット２３８は、適切に具現化されたホルダ２６０を用いて適
切なアラインメントで保持される。レンズ要素２８上の各領域又は各ゾーンに対する照射
強度及び従って温度増大は、それぞれの偏向ミラー２４８がＩＲ放射線２４４を対応する
光導波路２５０内に結合する際の継続時間と周波数とに直接に依存する。ＩＲ放射線の強
度は、各ゾーンに対して光電子センサ２５６によって検出することができる。
【００７８】
　図１０は、レンズ要素２８の様々な局所ゾーン２４６内に異なる温度を有する温度プロ
ファイルを生成するための図９に記載の照射ユニット２３８によるレンズ要素２８の照射
の模式図を示している。大きい円は、高い照射強度を象徴し、小さい円は、低い強度を象
徴する。露光ビーム経路４８の例示的な断面２６４も同じく描示しており、この断面２６
４は、描示す事例では非対称である。露光放射線は、断面２６４の領域内に、この場合は
望ましくない温度増大ももたらす。例えば、屈折率のようなレンズ要素材料の温度依存特
性は、温度増大の結果として変化する。露光放射線によって誘起されるレンズ要素２８の
光学特性変化は、照射ユニット２３８によるレンズ要素２８の適切な照射によって補償す
ることができる。
【００７９】
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　一例示的実施形態により、図１に描示す光学マニピュレータ３３６は、電流加熱又は電
流作動式熱マニピュレータとして具現化され、光学要素として透過性の第１の光学板３３
８と透過性の第２の光学板３４０とを含む。光学板３３８、３４０は、投影レンズ２２の
ビーム経路に光軸３４と垂直に配置され、各々非常に小さい導電性のオーミック構造を用
いて局所的に加熱することができる。光学板３３８、３４０の間には、冷却目的で空気流
３４４が通して案内される間隙３４２が形成される。
【００８０】
　図１１は、第１の光学板３３８の模式図を示している。板３３８は、個別に加熱可能な
ゾーン３４６の２次元マトリクスを含む。この例示的実施形態において、第１の光学板３
３８は、ゾーン３４６の１４×１４マトリクスを有する。この図では、９６個の個別に加
熱可能なゾーン３４６が、投影レンズ２２のビーム経路４８内に光学的に有効な方式で配
置されている。第２の光学板３４０は、光学マニピュレータ３３６が、ビーム経路４８内
に合計で１９２個の加熱可能ゾーン３４６を有するように、対応する実施形態を有する。
これに代えて、ゾーン３４６の異なる個数、配置、形状も可能であり、一例として、これ
らのゾーンを放射状に配置するか又は帯形又は円弧形に配置することができる。更に別の
例示的実施形態により、第１の光学板３３８は、少なくとも５×５個のゾーンを有するマ
トリクス、特に少なくとも１０×１０個のゾーンを有するマトリクス、例えば、２１×２
１個のゾーンを有するマトリクスを有する。
【００８１】
　ゾーン３４６は、周囲温度に対して低温の領域と高温の領域とが全体的に互いに補償し
合うように常に加熱される。更に、投影レンズ２２の他の構成要素と熱接触状態にある光
学板３３８、３４０の縁部にあるゾーン３４６は、周囲温度まで能動的に加熱される。そ
れによって光学マニピュレータ３３６の熱的中立性を確実にする。
【００８２】
　この例示的実施形態において、光学マニピュレータ３３６の光学板３３８、３４０は、
平行平面石英板として具現化される。これに代えて、光学マニピュレータは、例えば、１
つだけの光学板、２つよりも多い光学板、平行平面ではない板、又は複数の加熱可能ゾー
ンを有する１又は２以上のレンズなどを含むことができる。
【００８３】
　石英では、１９３ｎｍの波長での温度増大が屈折率の増大をもたらす。この効果は、取
りわけ、レンズ加熱の結果として生じる波面誤差の原因である。光学マニピュレータ３３
６では、この効果は、投影レンズ２２内で現時点で発生している波面誤差を補償する波面
変形を生成するのに使用される。複数のゾーン３４６の結果として、光学マニピュレータ
３３６は、作動中に発生又は変化する複数の異なる波面誤差を補償するために非常に柔軟
に使用することができる。
【００８４】
　続く説明では、図１と図１１の両方を参照する。下記で光学マニピュレータ３３６に関
して始めるマニピュレータの作動の説明は、その大部分を変形可能ミラーを使用する光学
マニピュレータ１３６又は赤外線加熱を使用する光学マニピュレータ２３６に同じく転用
することができる。光学マニピュレータ３３６は、両方の光学板３３８、３４０に対して
予め決められた温度プロファイルを設定するための作動デバイス３５０を更に含む。その
ような温度プロファイルは、Ｗ／ｍ2を単位とする加熱電力のような温度値又は対応する
値を両方の光学板３３８、３４０の各ゾーン３４６に対する移動として指定する。従って
、温度プロファイルは、移動ベクトルに対応する。作動デバイス３５０は、光学マニピュ
レータ３３６の各ゾーン３４６に、予め決められた移動ベクトルを設定するための適切な
加熱電流を供給し、空気流３４４を通じた冷却を更に調整することができる。
【００８５】
　投影露光装置１０は、作動中に発生又は変化する波面誤差を補償するための光学マニピ
ュレータ１３６、２３６、及び３３６のうちの１又は２以上を制御するためのマニピュレ
ータコントローラ５２を更に含む。マニピュレータコントローラ５２は、現時点で存在す
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る波面誤差に関する決定モジュール５４と、存在する波面誤差を補正するのに適する移動
ベクトルを発生させるための移動発生器５６とを含む。光学マニピュレータ１３６、２３
６、及び３３６のうちの１又は２以上に対する移動に加えて、発生される移動ベクトルは
、投影露光装置１０の他のマニピュレータ、例えば、投影レンズ２２の光学要素２８の位
置決めデバイス又は変形デバイス（図１には描示していない）に対する移動を含むことが
できる。下記では、移動ベクトルの発生を図１１に描示する光学板３３８を参照して光学
マニピュレータ３３６の例を用いて説明する。説明する原理は、光学マニピュレータ１３
６、光学マニピュレータ２３６、又は異なるタイプの光学マニピュレータにこの移動ベク
トル発生と類似の方式で転用することができる。
【００８６】
　現時点で存在する波面誤差を決定するために、決定モジュール５４は、測定か、又は過
去に測定した波面誤差及び例えば周囲圧力などのような更に別のパラメータに基づく推定
かのいずれかを実施する。更に、そのような推定は、過去に測定した波面誤差とレンズ加
熱を予想するモデルとに基づいて実施することができる。特に、波面誤差は、位置決めシ
ステム３２内に統合された波面センサ５８を用いて干渉計によって測定される。干渉計に
よる波面決定のためのシステムは、例えば、ＵＳ　２００２／０００１０８８　Ａ１に記
載されている。決定モジュール５４は、測定波面誤差を例えばｎ＝６４までのゼルニケ多
項式に数値的に分解する。これに代えて、異なる次数、特に３６、４９、又は１００を使
用するか、又は異なる関数系、好ましくは正規直交関数系への分解を使用することができ
る。次いで、測定又は推定による波面誤差のゼルニケ係数又は対応する他の係数が、移動
発生器５６に対して供給される。
【００８７】
　一実施形態により、移動発生器５６は、光学マニピュレータ３３６の各ゾーン３４６と
、光学マニピュレータ１３６の各ゾーン１４６又は光学マニピュレータ２３６の各ゾーン
２４６のような投影露光装置１０の更に別のマニピュレータとに対する移動を有する移動
ベクトルを測定又は推定による波面誤差のゼルニケ係数又は他の適切なパラメータに基づ
いて生成する。この場合に、移動ベクトルは、投影レンズ２２の波面が意図する波面に近
似されるように移動発生器によって構成される。一実施形態により、意図する波面は、像
平面２６内の個々の視野点に存在する球面波面によって定めることができ、像平面２６に
沿うこれらの波面の包絡面は平面波面をもたらす。本出願の範囲では、そのような意図す
る波面を基準波面と呼ぶ。基準波面への実波面の近似は、投影レンズ２２の波面誤差の最
小化を意味する。
【００８８】
　更に別の実施形態により、移動ベクトルを用いて投影レンズ２２の波面をそれに対して
近似する意図する波面は、基準波面からターゲットを定めた方式で偏位する波面によって
定められる。ターゲットを定めた方式で偏位するそのような意図する波面は、いわゆる画
像強調法を用いて決定することができる。この場合に、個々の事例において結像されるマ
スク構造にターゲットを定めた方式で適応させる波面偏位が設定され、これらの波面偏位
は、対応するマスク構造をより高い分解能で結像させることを可能にする。
【００８９】
　移動ベクトルは、例えば、隣接ゾーン３４６への熱伝導を考慮するために３×３マトリ
クス、５×５マトリクス、又は７×７マトリクスを有する各ゾーン３４６に対するベース
関数に基づく移動発生最適化アルゴリズムを用いて発生される。最適化アルゴリズムは、
当業者に公知のアルゴリズム、例えば、特異値分解（ＳＶＤ）又はチコノフ正則化に基づ
くとすることができる。
【００９０】
　ゼルニケ係数の大きい個数、マニピュレータの移動又は自由度の大きい個数、及び例え
ば光学マニピュレータ３３６の熱的中立性のような工程において遵守される境界条件は、
非常に複雑な最適化問題をもたらし、この問題は、一般的に投影露光装置１０の露光作動
中にもはや実時間で解くことができない。従って、特定の波面誤差、例えば、特定のゼル



(21) JP 6266028 B2 2018.1.24

10

20

30

40

50

ニケ係数に対して過去に確立された移動ベクトルは、移動発生器５６のメモリ６０に格納
される。これらの移動ベクトルは、最適化問題を解くための最適化アルゴリズムによって
移動を発生させるときに考慮される。このようにして、移動発生器５６による移動発生は
、投影露光装置１０の露光作動中に可能である。
【００９１】
　投影露光装置１０は、光学マニピュレータ３３６の各ゾーン３４６の機能を検査するた
めのゾーン検査ユニット６２を更に含む。特に、ゾーン検査ユニット６２は、各ゾーン３
４６内で移動及び従って温度が、予め決められた意図する移動範囲で調節可能であるか否
かを検査する。加熱可能ゾーン３４６内の移動制限の原因は、２つの隣接ゾーン３４６ａ
、３４６ｂの間の電気短絡の形態における２つの隣接ゾーン３４６ａ、３４６ｂの制御信
号の不正な同期にある場合がある。その結果、両方のゾーン３４６ａ、３４６ｂが常に同
じ加熱電力で作動される。ゾーン３４６ａ、３４６ｂに対して均一な移動を設定すること
しかできない。移動制限に対する更に別の理由は、作動中に発生するか又は実作動の前に
既に存在している可能性があるゾーン３４６ｃの不正な抵抗特性である場合がある。公差
を外れた抵抗特性は、特に制限付き移動範囲をもたらす可能性がある。
【００９２】
　ゾーン検査ユニット６２は、ゾーン３４６ａ、３４６ｂの間に短絡を検出した場合に、
短絡ゾーン３４６ａ、３４６ｂに対する制約パラメータとして均一な移動を指定する。こ
れは、図７に描図示の実施形態を参照して記述した２つの隣接制御電極１９２の短絡に同
じく適用される。ゾーン検査ユニット６２は、不正な抵抗特性に起因する制限付き移動範
囲を決定した場合に、不良ゾーン３４６ｂに対する制約パラメータとして最大許容移動を
指定する。光学マニピュレータ１３６の場合に、ゾーン検査ユニット６２を変形可能ミラ
ー７０の各ゾーンのアクチュエータ特性の対応する検査に向けて具現化することができる
。更に、ゾーン検査ユニット６２は、赤外線加熱を使用する光学マニピュレータ２３６の
各ゾーンのアクチュエータ特性を検査するように構成することができる。
【００９３】
　欠陥を有するゾーン３４６ａ、３４６ｂ、３４６ｃに起因する移動制限は、光学マニピ
ュレータ３３６の不正な設定をもたらし、従って、発生された移動ベクトルが、これらの
ゾーン３４６ａ、３４６ｂ、３４６ｃのうちの１又は２以上に対して完全に実施すること
ができない移動を有する場合に存在する波面誤差の不十分な補償をもたらす。新しい波面
誤差が誘起される可能性もある。移動を発生させる最適化アルゴリズムの移動制限への適
応は、非常に大きい時間支出をもたらすことになる。移動制限への最適化アルゴリズムの
適応に必要とされる大きい時間支出量は、特に、最適化アルゴリズムによって使用されて
特定の波面誤差に対して予め決定される移動ベクトルがもはや有効ではなく、複雑な最適
化問題の時間を消費する求解によって完全に再確立する必要があることに起因する。
【００９４】
　従って、投影露光装置１０の試験デバイス６４は、最初に１又は２以上のゾーン３４６
に対して制約パラメータが予め決定されているか否かを確立し、次いで、予め決められた
制約パラメータを有するゾーン３４６ａ、３４６ｂ、３４６ｃに対する移動を各発生され
た移動ベクトルの場合の可能性に関して検査する。試験デバイス６４が、予め決められた
制約を有するゾーンのうちの１又は２以上に対する実施不能移動を決定した場合に、発生
された移動ベクトルの対応する補正が起動される。完全実施することができない移動の例
は、例えば、短絡ゾーン３４６ａ、３４６ｂに対して異なる移動、又は不良ゾーン３４６
ｃに対する制限付き移動範囲よりも大きい移動である。更に、試験デバイス６４は、完全
に機能するゾーン３４６に対する全ての移動を各発生された移動ベクトルの場合に意図す
る移動範囲を遵守することに関して検査することができる。欠陥を用いて発生され、意図
する移動範囲よりも大きい移動の場合にも同じく補正が起動される。光学マニピュレータ
１３６及び２３６の一方に対して移動ベクトルを発生させる場合に、試験デバイス６４は
、ゾーン１４６及び２４６それぞれに対して適用可能な移動を対応する意図する移動範囲
の遵守に関して検査することができる。ゾーン検査ユニット６２と試験デバイス６４とを
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いわゆる検査システムを形成するように組み合わせることができる。
【００９５】
　投影露光装置１０は、完全に実施することができない１又は２以上の移動が存在する場
合に発生された移動ベクトルを補正するための補正デバイス６６を更に含む。補正デバイ
ス６６は、実現可能ではない１つ又は複数の移動に対する補正値ベクトルがメモリ６８内
で既に利用可能であるか否かを最初に検査する。利用可能なものがある場合に、発生され
た移動ベクトルを補正するためにそれが使用される。
【００９６】
　そうでなければ又はこれに代えて、補正デバイス６６は、制約パラメータによって予め
決められた制約及び１つ又は複数のゾーンに対するベース補正ベクトルがメモリ６８内で
利用可能か否かを検査する。ベース補正ベクトルは、１つ又は複数のゾーンと存在する制
約とに関するベース欠陥に対する補正値ベクトルを表す。ベース補正ベクトルが利用可能
である場合に、補正デバイス６６は、発生された移動ベクトルに基づいて、特に実現可能
ではない１つ又は複数の移動に基づいて適切なスケーリング係数を確立する。次いで、試
験デバイス６６は、確立したスケーリング係数を用いてベース補正ベクトルをスケーリン
グすることによって補正値ベクトルを計算する。これに加えて、補正デバイスは、ベース
補正ベクトルを計算する段階に向けて具現化することができる。
【００９７】
　補正値ベクトルとベース補正ベクトルとの両方は、発生された移動ベクトルの全ての移
動に対する値を含む。補正デバイス６６は、補正値ベクトルのそれぞれの補正値を発生さ
れた移動ベクトルの対応する移動に加算することによって補正された移動ベクトルを発生
させる。
【００９８】
　次いで、作動デバイス５０は、補正された移動ベクトルの移動に則して光学マニピュレ
ータ３３６の全てのゾーン３４６に対する加熱電力を調節する。光学マニピュレータ３３
６の場合は、このようにして、１又は２以上の欠陥を有するゾーンにも関わらず、発生さ
れた移動ベクトルによって指定される光学効果が設定される。例えば、光学マニピュレー
タ１３６又は光学マニピュレータ２３６のような投影露光装置１０の他のマニピュレータ
内の補正された移動ベクトルの対応する移動に則した調節もある。
【００９９】
　下記では、投影露光装置１０の構成要素の機能及び相互作用、特にベース補正ベクトル
、並びにスケーリング係数の計算の更なる説明を投影露光装置を制御する方法の２つの例
示的実施形態の説明と共に行う。
【０１００】
　図１２は、投影露光装置１０を制御する方法の第１の例示的実施形態を解説するための
流れ図を描示している。本方法は、電流加熱式光学マニピュレータ３３６の２つの隣接ゾ
ーン３４６ａ、３４６ｂの間に電気短絡が存在するときに投影露光装置１０を制御するよ
うに機能する。短絡の結果として、２つのゾーン３４６ａ、３４６ｂは、同じ加熱電力又
は同じ移動を用いて作動させることしかできない。
【０１０１】
　従って、本方法は、複数の個別に調節可能なゾーンを有し、更に２つの隣接ゾーンの欠
陥によって引き起こされた均一な移動を有する他のマニピュレータ、例えば、適応ミラー
７０を使用するマニピュレータ１３６又は赤外線光による加熱を使用するマニピュレータ
２３６に適用することができる。
【０１０２】
　第１の段階Ｓ０１において、２つの隣接ゾーン３４６の間で可能な複数の短絡又は可能
な全ての短絡に対するコンピュータ上のベース補正ベクトルの計算がある。この工程では
、例えば、導体トラックの構造の結果として特定のゾーン３４６の間の短絡は、除外する
か又は他のものよりも可能性が高いと見なすことができる。最初に、短絡に対するベース
補正ベクトルを計算するために、関わっている２つのゾーン３４６の間にベース差が設定
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される。一例として、第１のゾーンに対して意図する移動範囲の平均値が使用され、第２
のゾーンに対して可能な最大移動が使用される。一例として、例えば、全てのゾーンに対
して－６５Ｗ／ｍ2から＋６５Ｗ／ｍ2への冷却を考慮する意図する移動範囲の場合に、第
１のゾーンに対して０Ｗ／ｍ2を設定することができ、第２のゾーンに対して６５Ｗ／ｍ2

を設定することができる。更に、両方の光学板３３８、３４０の全ての他のゾーン３４６
に対して最大移動範囲、例えば、±２０Ｗ／ｍ2及び±０．１Ｋが設定される。
【０１０３】
　次いで、全ての他のゾーン３４６に対する移動は、両方の光学板３３８、３４０の全て
の他のゾーン３４６に対する設定された最大範囲を遵守し、ベース差に則して第１及び第
２のゾーンに対する予め決められた値を設定し、更に２つの光学板３３８、３４０による
最小収差を設定するという最適化問題を解くことによって決定される。更に、投影露光装
置１０の他のマニピュレータの設定オプションを考慮することができる。この場合に、ベ
ース補正ベクトルは、他のマニピュレータに対する補正値も含む。最適化問題を解くため
に、例えば、２次計画法（ＱｕａｄＰｒｏｇ）、逐次次計画法（ＳＱＰ）、チコノフ正則
化、及び／又はハンセンによるＬ字曲線法に基づくアルゴリズムを使用することができる
。
【０１０４】
　これに代えて、例えば、第１のゾーンに対する－１Ｗ／ｍ2及び第２のゾーンに対する
＋１Ｗ／ｍ2のような例えば意図する移動範囲の平均の前後に形成される差のような異な
るベース差を使用することができる。同様に、第１のゾーン及び第２のゾーンそれぞれに
対して移動ｓ１及びｓ２が既に発生されている場合に、第１のゾーンに対して（ｓ１－ｓ
２）／２のベース差を第２のゾーンに対して（ｓ２－ｓ１）／２のベース差を設定するこ
とができる。このようにして確立されたベース補正ベクトルは、第１及び第２のゾーンに
対する移動として平均値（ｓ１＋ｓ２）／２を使用する場合に補正値ベクトルとして容易
に使用することができる。従って、補正値ベクトルをこれらの指定を用いて直接計算する
ことができる。
【０１０５】
　他のマニピュレータを考えることなく、上述のようにして確立された他のゾーン３４６
に対する移動は、第１及び第２のゾーンに対する予め決められた移動の光学効果を補償す
る。それとは逆に、第１のゾーンと第２のゾーンとに対して同じ移動の場合の他のゾーン
の移動は、短絡に起因して設定することができないベース差に対応する光学効果を誘起す
る。確立されたベース補正ベクトルは、適切なスケーリングを用いて第１のゾーンの移動
と第２のゾーンの移動の間の他の差に適応させることができる。
【０１０６】
　第２の段階Ｓ０２において、投影露光装置１０に対する確立されたベース補正値が、投
影露光装置１０のメモリ６８内に与えられる。従って、これらのベース補正値は、短絡の
発生直後に発生された移動ベクトルを補正するために使用することができる。これに代え
て、ベース補正値は、異なるメモリに格納され、ネットワーク上で供給することができる
。
【０１０７】
　投影露光装置１０のゾーン検査ユニット６２を用いてゾーン３４６を検査する時にＳ０
３、２つのゾーン３４６ａ、３４６ｂの間で短絡が検出された場合に、ゾーン検査ユニッ
ト６２は、短絡ゾーン３４６ａ、３４６ｂに対する制約パラメータとして均一な移動を指
定する。従って、発生された移動ベクトルの補正が与えられる。別の例示的実施形態にお
いて、ベース補正ベクトルの計算は、例えば、補正デバイス６６によってこの時点で初め
て実施することができる。
【０１０８】
　第４の段階Ｓ０４において、投影露光装置１０の作動中に決定モジュール５４によって
現時点で存在する波面誤差の測定又は推定が実施される。次いで、測定又は推定による波
面誤差は、移動発生器５６に送られる。
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【０１０９】
　次いで、光学マニピュレータ３３６の各ゾーン３４６に対する移動、更に移動発生器５
６を用いた投影露光装置１０の更に別のマニピュレータに対する移動を有する移動ベクト
ルの発生があるＳ０５。移動は、投影レンズ２２の測定又は推定による現時点での波面誤
差に基づいて上述の方式で発生される。
【０１１０】
　第６の段階Ｓ０６において、試験デバイス６４は、２つのゾーン３４６の間の短絡に関
する制約パラメータが存在するか否かを最初に確立する。２つのゾーン３４６ａ、３４６
ｂに関して短絡が予め決められている場合に、短絡ゾーン３４６ａ、３４６ｂに対して発
生された移動が、次に、試験デバイス６４によって等値性に関して検査される。
【０１１１】
　短絡ゾーン３４６ａ、３４６ｂの発生された移動が同じか又は予め決められた差未満だ
け異なる場合に、測定又は推定による波面誤差を補償するための発生された移動ベクトル
の移動に則した光学マニピュレータ３３６の全てのゾーン３４６、並びに投影露光装置１
０の他のマニピュレータの全てのゾーンの調節Ｓ０７がある。
【０１１２】
　短絡ゾーン３４６ａ、３４６ｂの発生された移動が、予め決められた差よりも大きく異
なる場合に、補正デバイス６６による発生された移動ベクトルの補正Ｓ０８がある。この
目的に対して、メモリ６８内に与えられる短絡ゾーン３４６ａ、３４６ｂに関するベース
補正ベクトルが最初に確立される。次いで、短絡ゾーン３４６ａ、３４６ｂに対する発生
された移動ｓ１とｓ２との差とベース補正ベクトルの公称値Ｎとを用いたＳ＝（ｓ１－ｓ
２）／Ｎであるスケーリング係数Ｓの計算がある。公称値は、ベース補正ベクトルを計算
するのに使用されるベース差に対応する。
【０１１３】
　上述の差を考慮するための別の実施形態において、スケーリング係数を計算するために
、移動ｓ１とｓ２との直接差の代わりに、ゾーン３４６の更に別のパラメータを用いて重
み付けされた差を使用することができる。一例として、加熱電力Ｐを用いた電流加熱ゾー
ンの場合に、スケーリング係数Ｓは、重み付き差ΔＰと、公称値としてのベース差ＰＮと
を用いた移動として、Ｓ＝ΔＰ／ＰＮによって計算される。この場合に、ΔＰは、個々の
ゾーンの抵抗特性を考慮するために、ゾーンｚ１及びｚ２の可能な最大の加熱電力によっ
て重み付けされた差を次式として表すことができる。
【数１】

Ｐm（ｚ）：短絡ゾーンｚ１、ｚ２の可能な最大の加熱電力
ＰNP（ｚ）：マニピュレータの中立状態に対するゾーンｚ１及びｚ２の予め決められた加
熱電力
ＰUC（ｚ）：波面誤差を補償するためのゾーンｚ１及びｚ２に対する予め決められた加熱
電力
【０１１４】
　補正値ベクトルは、確立されたスケーリング係数を用いてベース補正ベクトルをスケー
リングすることによって決定される。次いで、補正値ベクトルの補正値を成分毎に発生さ
れた移動ベクトルの移動に加算することによって補正された移動ベクトルが計算される。
短絡ゾーン３４６ａ、３４６ｂに対して、意図する移動範囲の平均値についての移動のベ
ース差の場合の発生された移動の平均値（ｓ１＋ｓ２）／２か、又は意図する移動範囲の
平均値と最大値とのベース差の場合の第１のゾーン３４６ａに対する発生された移動のい
ずれかが、補正された移動ベクトルにおいて移動として設定される。
【０１１５】
　次いで、段階Ｓ０９において、光学マニピュレータ３３６の全てのゾーン３４６、並び
に投影露光装置１０の他のマニピュレータの全てのゾーンは、測定又は推定による波面誤
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差を補償するために補正された移動ベクトルの移動に則して調節される。
【０１１６】
　図１３は、投影露光装置１０を制御する方法の第２の例示的実施形態を解説するための
流れ図を描示している。本方法は、公差を外れた抵抗特性を有する不良ゾーン３４６ｃが
存在する場合に投影露光装置１０を制御するように機能する。不良ゾーン３４６ｃの存在
の結果として、特にゾーン３４６ｃの制限付き移動範囲が引き起こされ、その結果、ゾー
ン３４６ｃに対するある一定の発生された移動を完全に実施することができない。従って
、本方法は、複数の個別に調節可能なゾーンを有し、更に制限付き移動範囲を有する不良
ゾーンを有する他のマニピュレータ、例えば、適応ミラーを使用するマニピュレータ１３
６又は赤外線光による加熱を使用するマニピュレータ２３６に適用することができる。
【０１１７】
　第１の段階Ｓ１１において、全てのゾーン３４６は、光学板３３８、３４０の製造中に
、意図する範囲を外れた抵抗特性に起因する制限付き移動範囲の存在に関して既に検査さ
れたものである。
【０１１８】
　ゾーン３４６ｃ内で制限付き移動範囲が決定された場合に、第２の段階Ｓ１２において
不良ゾーン３４６ｃに対するベース補正ベクトルが計算される。この目的に対して、最初
に最大補正移動が決定される。一例として、実施することができない最大の意図する移動
の部分が、最大補正移動として設定される。更に、両方の光学板３３８、３４０の全ての
他のゾーン３４６に対して最大移動範囲、例えば、各ゾーンに対して±２０Ｗ／ｍ2及び
±０．１Ｋが設定される。
【０１１９】
　次いで、全ての他のゾーン３４６に対する移動は、両方の光学板３３８、３４０の全て
の他のゾーン３４６に対する設定された最大範囲を遵守し、欠陥を有するゾーン３４６ｃ
に対する最大補正移動を設定し、更に２つの光学板３３８、３４０による最小収差を設定
するという最適化問題を解くことによって決定される。更に、投影露光装置１０の他のマ
ニピュレータの設定オプションを考慮することができる。この場合に、ベース補正ベクト
ルは、他のマニピュレータに対する補正値も含む。最適化問題を解くために、例えば、２
次計画法（ＱｕａｄＰｒｏｇ）、逐次次計画法（ＳＱＰ）、チコノフ正則化、及び／又は
ハンセンによるＬ字曲線法に基づくアルゴリズムを使用することができる。
【０１２０】
　上述のようにして確立されたベース補正ベクトルの移動は、不良ゾーンに対する最大移
動のうちの実施不能部分に対応する光学マニピュレータ３３６の光学効果を生成する。適
切なスケーリングにより、ベース補正ベクトルは、不良ゾーン３４６ｃに対して完全実施
することができない他の移動に適応させることができる。
【０１２１】
　第３の段階Ｓ１３において、投影露光装置に対して光学マニピュレータ３３６が、確立
されたベース補正ベクトルと共に与えられる。この場合に、ベース補正ベクトルは、投影
露光装置１０のメモリ６８に格納される。更に、ゾーン３４６ｃに対する制限付きの可能
な最大の移動が制約パラメータとして設定される。一例として、この設定は、ゾーン検査
ユニット６２を用いて実施することができる。従って、発生された移動ベクトルの補正の
作動がある。
【０１２２】
　次いで、投影レンズ２２の現時点で存在する波面誤差の測定又は推定Ｓ１４、及び投影
露光装置１０の作動中の移動ベクトルの発生Ｓ１５がある。これらの段階は、図１２に記
載の例示的実施形態の段階Ｓ０４及びＳ０５に対応する。
【０１２３】
　第６の段階Ｓ１６において、最初にゾーン３４６に対する制限付き最大移動を有する制
約パラメータの存在に対して試験デバイス６４による検査がある。ゾーン３４６ｃに対す
る最大移動に関して制約が存在する場合に、不良ゾーン３４６ｃに対して発生された移動



(26) JP 6266028 B2 2018.1.24

10

20

30

40

50

ベクトルがゾーン３４６ｃに対する制限付き最大移動よりも大きいか否かに関して次に検
査される。
【０１２４】
　不良ゾーン３４６ｃの発生された移動が制限付き最大移動を超過していない場合に、測
定又は推定による波面誤差を補償するための発生された移動ベクトルの移動に則した光学
マニピュレータ３３６の全てのゾーン３４６、並びに投影露光装置１０の他のマニピュレ
ータの全てのゾーンの調節Ｓ１７がある。
【０１２５】
　不良ゾーン３４６ｃの発生された移動が制限付き最大移動を超過している場合に、補正
デバイス６６を用いた発生された移動ベクトルの補正Ｓ１８がある。最初に、メモリ６８
内に与えられる不良ゾーン３４６ｃに対するベース補正ベクトルが確立される。次いで、
発生された移動と制限付き最大移動の間の差Δｓと、ベース補正ベクトルの公称値Ｎとを
用いたＳ＝Δｓ／Ｎとしてのスケーリング係数Ｓの計算がある。公称値は、ベース補正ベ
クトルを計算するときに使用される最大補正移動に対応する。確立されたスケーリング係
数を用いてベース補正ベクトルをスケーリングすることにより、補正値ベクトルを決定す
る段階が実施される。次いで、補正値ベクトルの補正値を成分毎に発生された移動ベクト
ルの移動に加算することによって補正された移動ベクトルが計算される。不良ゾーン３４
６ｃに対して、制限付き最大移動は、補正された移動ベクトルにおける移動として設定さ
れる。
【０１２６】
　最後に、段階Ｓ１９において、測定又は推定による波面誤差を補償するために、光学マ
ニピュレータ３３６の全てのゾーン３４６、並びに投影露光装置１０の他のマニピュレー
タの全てのゾーンが、補正された移動ベクトルの移動に則して調節される。
【０１２７】
　本方法の更に別の例示的実施形態において、段階Ｓ１２に従って計算されたベース補正
ベクトルは、発生された移動が最大の意図する移動よりも大きいことによる過度駆動の結
果として生じるクリッピングを補償するために使用することができる。この場合に、最初
に発生された移動ベクトルの全ての移動は、最大の意図する移動よりも大きいことに関し
て検査される。超過が存在する場合に、段階Ｓ１８と類似の方式で、影響を受けるゾーン
３４６に対するベース補正ベクトルが確立され、スケーリング係数が決定され、補正値ベ
クトルが計算される。この場合に、スケーリング係数を確立するときに、制限付き最大移
動の代わりに最大の意図する移動が使用される。次いで、段階Ｓ１９に従う光学マニピュ
レータ３３６の全てのゾーン３４６及び更に別のマニピュレータの全てのゾーンの調節が
ある。
【０１２８】
　例示的実施形態の本説明は、例示的なものであるように理解されるものとする。本説明
によって行う開示は、第１に、当業者が本発明とそれに関連付けられた利点とを理解する
ことを可能にし、第２に、当業者の理解において同じく明らかである本説明の構造及び方
法の変形及び修正を網羅する。従って、全てのそのような変形及び修正は、それらが特許
請求の範囲及びその均等物における定義に即した本発明の範囲に収まる限り、特許請求の
範囲の保護によって網羅されるように意図している。
【符号の説明】
【０１２９】
１０　投影露光装置
１２　マスク
１４　基板
１６　放射線源
１８　照明系
２０　照明系の光学要素
２２　投影レンズ
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２４　物体平面
２６　像平面
２８　投影レンズのレンズ要素
３０　マスクに対する位置決めシステム
３２　基板に対する位置決めシステム
３４　光軸
４８　ビーム経路
５２　マニピュレータコントローラ
５４　決定モジュール
５６　移動発生器
５８　波面センサ
６０　移動発生器のメモリ
６２　ゾーン検査ユニット
６４　試験デバイス
６６　補正デバイス
６８　メモリ
７０　投影レンズのミラー
１３６　光学マニピュレータ
１３６ａ　光学マニピュレータ
１３６ｂ　光学マニピュレータ
１３６ｃ　光学マニピュレータ
１３８　操作デバイス
１４０　アクチュエータ
１４２　ミラー後面
１４４　反射コーティング
１４５　ミラーホルダ
１４６　ゾーン
１４８　ハウジング
１５０　圧力センサ
１５２　駆動要素
１５４　バネ
１５６　接触要素
１５８　ミラーの光軸
１６０　支持板
１６２　凹部
１６４　ミラーポスト
１６６　位置センサ
１６８　Ｌ字形レバー
１７０　接続要素
１７２　バネ
１７４　締結要素
１７６　ミラーの突出部
１８０　圧電層
１８２　基板
１８４　電線
１８５　第１の接触区域
１８６　第２の接触区域
１８８　貫通孔
１９０　絶縁層
１９２　制御電極
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１９４　対電極
１９６　保護層
２３６　光学マニピュレータ
２３８　照射ユニット
２４０　赤外線光源
２４４　ＩＲ放射線
２４５　光電センサ
２４６　ゾーン
２４８　偏向ミラー
２５０　光導波路
２５２　第１のコンデンサーレンズ要素
２５４　ビームスプリッタ
２５６　光電センサ
２５８　第２のコンデンサーレンズ要素
２６０　ホルダ
２６４　露光ビーム経路
３３６　光学マニピュレータ
３３８　第１の光学板
３４０　第２の光学板
３４２　間隙
３４４　空気流
３４６　加熱可能ゾーン
３４６ａ　短絡ゾーン
３４６ｂ　短絡ゾーン
３４６ｃ　不良ゾーン
３５０　作動デバイス
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